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図の説明体系図
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※対象：介護保険施設、介護保険法に基づく指定を受けた介護サービス事業所（居宅療養管理指導、
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く）

労働環境改善支援事業
【介護ロボット補助金】
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業務効率化支援事業
【ICT補助金】
申 請

業務改善支援事業
【コンサル等補助金】

申 請

導入支援
研修

【応用編】
受講

機
器
納
品

希望する場合 〔令和７年
１月末頃〕

機器導入
にかかる
支援

機器導入
と一体的
に行う
業務改善
支援 伴走型フォロー

アップ支援事業

事業実施
（課題抽出、業務改善に係る
助言・指導、事後評価（導入

後の定着支援）等）

〔申請期間：８月９日～９月２日〕〔９月頃～〕

〔補助金交付決定（10月頃）以降〕

〔補助金交付決定
（10月頃）以降〕

研修・支援事業 補助事業

※委託先（業務改善支援を行う第三
者）は、補助金申請者が選定

（介護テクノロジー導入時伴走型
フォローアップ支援事業（福祉の
まちづくり研究所）も実施可能）


